
 

東京都市計画地区計画の決定（港区決定） 

都市計画赤坂七丁目北地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 赤坂七丁目北地区地区計画 

位   置※ 港区赤坂七丁目地内 

面   積※ 約１．３ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、地下鉄青山一丁目駅、赤坂見附駅及び赤坂駅の近傍に位置する交通利便性の高い地区であり、地

区の東側では市街地再開発事業により都市基盤が整備され、安全で快適な歩行者ネットワークが形成されてい

る。一方で、地区内は道路基盤がぜい弱で、老朽マンションも複数存在し、防災性の向上が課題であるととも

に、起伏のある地形であることからバリアフリー動線の確保が求められている。 
「港区まちづくりマスタープラン」では、周辺の環境に配慮しつつ、土地利用転換によって新しい業務や商

業、文化、交流機能と住宅が共存するとともに、都市機能の集積を支える都市基盤の整備を一体的に行うまち

づくりを計画的に推進するとしている。さらに、本地区においては、老朽マンションの建替えを推進するとと

もに、交通バリアフリーの推進などによる地域間移動の利便性向上を図ることや、高橋是清記念公園などの点

在する緑地空間の連続化を図るとともに、坂道の起伏など地形の特徴をいかした景観形成を推進することが示

されている。 
このような背景を踏まえ、本地区においては老朽マンション等の建築物の更新に合わせて都市基盤の整備を

一体的に行い、防災機能の強化や安全で快適な歩行者ネットワークの形成を図るとともに、高橋是清記念公園

との連続性に配慮した緑地空間により、地区周辺とつながる緑のネットワークを形成する。 
また、多様なライフスタイルに対応した良質な住宅を中心として業務、商業、文化、交流機能及び生活利便

施設を集積するとともに、薬研坂通り沿道の景観形成やにぎわいを創出する広場空間の整備等により、緑豊か

な魅力ある複合市街地を形成する。 
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土地利用の方針 

本地区の立地特性を踏まえ、土地の合理的かつ健全な高度利用と魅力ある複合市街地の形成を図るため、地

区を２つに区分し、土地利用の方針を以下のように定める。 

１ Ａ地区は、文化や情報を発信する業務、商業、文化及び交流機能を維持・継承する。 

２ Ｂ地区は、土地の高度利用により緑豊かな公共的空間を確保するとともに、多様なライフスタイルに対応

した居住機能、業務、商業機能及び生活利便施設の導入を図る。 
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地区施設の整備の方針 

１ 道路の整備方針 

（１）区画道路 

  地区周辺の交通や開発交通の円滑な処理を図るため、区画道路を拡幅整備する。 

２ 歩行者ネットワークの整備方針 

（１）歩道状空地 

  安全で快適な歩行者ネットワークの形成を図るため、歩道状空地を整備する。 

（２）歩行者通路 

周辺市街地とのアクセス性や地区内の回遊性を高めるため、広場や建築物、周辺の道路をつなぐとともに、

バリアフリーに配慮した明るく開放的な空間として整備する。 

３ 緑地、広場の整備方針 

（１）緑地 

  赤坂御用地の緑の拠点から南側市街地へ連続する緑のネットワークの形成を図り、隣接する高橋是清記念

公園との一体性や連続性を向上させるとともに、四季を感じられる快適な緑道空間として整備する。 

（２）広場 

高橋是清記念公園側に、地域の憩いの場となる落ち着いた都市空間を創出するため、高橋是清記念公園や

緑地と調和した緑豊かな空間として整備する。 

薬研坂通り沿道に、地域の回遊性を高める歩行者ネットワークの結節・滞留空間を確保し、新たな沿道景

観を形成するため、起伏ある地形の特徴を生かした緑化を推進し、建築物の店舗と一体となったにぎわいを

創出する開放的な空間として整備する。 

建築物等の整備の方針 

１ 良好な居住環境と健全で魅力ある複合市街地にふさわしい土地利用の誘導を図るため、建築物等の用途の

制限及び建築物の高さの最高限度を定める。 
２ 安全で快適な歩行空間と周辺市街地環境に配慮した街並みの形成を図るため、壁面の位置の制限及び壁面

後退区域における工作物の設置の制限を定める。 
３ 地域の魅力を高め、良好な街並み景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定

める。 

その他当該地区の整

備、開発及び保全に関

する方針 

１ 都心部におけるヒートアイランド現象の緩和や高橋是清記念公園との一体的な緑の形成と、周辺市街地と

の緑の連続性を図るため地区内の緑化を積極的に推進する。 

２ 都市型水害の防止に寄与するため雨水抑制に努める。 
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種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 

区画道路１号※ ７．０～８．４ｍ 約１１０ｍ ― 拡 幅 

区画道路２号 ６．０～７．１ｍ 約１０５ｍ ― 一部拡幅 

区画道路３号 ４．０～４．８ｍ 約１５０ｍ ― 一部拡幅 

区画道路４号※ 
０．０～１．０ｍ 

［全幅１３ｍ］ 
約５５ｍ ― 一部拡幅 

広場 

広場１号 ― ― 約９００㎡ 新 設 

広場２号 ― ― 約４４０㎡ 
新 設 

昇降施設を含む。 

その他の 

公共空地 

緑地 ― ― 約５８０㎡ 新 設 

歩行者通路１号 ４ｍ 約６０ｍ ― 
新 設 

昇降施設を含む。 

歩行者通路２号 ２ｍ 約３０ｍ ― 
新 設 

昇降施設を含む。 

歩行者通路３号 ４ｍ 約４５ｍ ― 
新 設 

昇降施設を含む。 

歩行者通路４号 ４ｍ 約３０ｍ ― 
新 設 

階段を含む。 

歩道状空地１号 ２ｍ 約３５ｍ ― 新 設 

歩道状空地２号 ３ｍ 約３００ｍ ― 新 設 
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地区の 

区分 

名称 Ａ地区 Ｂ地区 

面積 約０.２ｈａ 約１．１ｈａ 

建築物等の用途

の制限※ 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項各号及び同

条第５項に該当する営業の用に供する建築物は建築してはならない。 

壁面の位置の 

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図３に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

１ 歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける階段、スロープ、エスカレーター、エレベーター等及び

これらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの 

２ 歩行者の安全性及び快適性を確保するために設けるひさし、屋根その他これらに類するもの 

壁面後退区域に

おける工作物の

設置の制限 

広告物等、交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。 

建築物の高さの

最高限度 
― 

建築物の高さの最高限度は、計画図３に示すとおり

で、以下の区分の高さを越えてはならない。 

高層部 ：１６０ｍ 

中層部 ： ３０ｍ 

建築物の高さは T．P．＋２８．８ｍからによる。 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

１ 建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮した意匠とする。 
２ 屋外広告物は、周辺環境との調和や建築物との一体性に配慮した意匠とする。 

※は知事協議事項 

「地区計画の区域、地区の区分、地区整備計画の区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限については、計画図表示のとおり」 

 

理 由 ： 市街地再開発事業により土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るとともに、安全で快適な歩行者ネットワークや地

区周辺とつながる緑のネットワークを形成し、緑豊かな魅力ある複合市街地を形成するため、地区計画を決定する。 
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